
 



子ども・子育て支援事業計画中間見直し方針について 

 

１．子ども・子育て支援事業計画中間見直しにおける見直しの対象 

(1) 根拠法令等 

  ①内閣府告示第１５９号（平成２６年７月２日告示） 

・教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援 

給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（抜粋） 

   『・・・市町村は，支給認定の状況を踏まえ，計画期間の中間年を目安として、必要な 

場合には，市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこと。』 

  ②本計画『第６章 計画の推進にあたって（抜粋）【本編Ｐ１５３】 

     『・・・計画の中間年度（平成２９年度）を目安として、計画の見直しを行います。』 

(2) 対象領域 

見直しの対象領域は、「第４章 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制」 

（計画全体でなく一部を見直し）。 

①教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期 

（以下、「教育・保育施設」） 

②地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期 

 （以下、「地域子ども・子育て支援事業」） 

 ・ 放課後児童健全育成事業、一時預かり事業 など 

(3) 対象年度 

計画期間（Ｈ２７年度から３１年度まで）のうち、３０、３１年度の計画に適用する。 

(4) その他 

 ・新たなニーズ調査は実施しない 

 ・パブリックコメント手続きは実施しない（子ども・子育て会議において意見聴取） 

 ・第４編の改訂版を作成（自前印刷） 

 

２．見直し方針 

  本計画「第６章 計画の推進にあたって」、及び国の手引き等を踏まえ、次の条件に当てはま

る事業は見直しを検討するものとする。 

 

  

 

 

 

 

 

【参考：中間見直しに関する国の手引き（抜粋）】 

   ①教育・保育施設 

    平成 28年 4月 1日時点の支給認定区分ごとの子どもの実績値が、市町村計画における 

量の見込みよりも１０％以上のかい離がある場合には、原則として見直しが必要 他 

（実績値 > 量の見込みとなる場合には、見直しを行うことが望ましい。） 

②地域子ども・子育て支援事業 

教育・保育の見直しに併せて、必要に応じ見直しを行うこと。 

（1）教育・保育施設 

・２８年４月１日の各地域の『量の見込み（ニーズ）』の計画値と実績値のかい離が 

１０％以上ある場合等 

（2）地域子ども・子育て支援事業 

・２８年度の『量の見込み（ニーズ）』の計画値より実績値が上回っている場合等 


